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窓口収納（派出取扱時間外） 収納取扱事務

公金振替事務（一般会計⇔下水道会計等） 事務作業全般

収納金通知書及び納付済通知書の返却 事務作業全般

9月
10

月

11

月

収入・支出消込事務 事務作業全般

日次・月次処理事務 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 現金出納、財産の記録及び管理事務

事務事業概要書

部名 会計課 課かい名 会計課

事業概要

会計課での審査が終了した支出命令書等の伝票について、債権者からの請求金額を正確

に支払います。また、納入義務者等からの収納金を正確に収納し、公金の出納事務及び

記録を適正に行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法

第１７０条

法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普

通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

②　前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

１　現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を

行うこと。

２　小切手を振り出すこと。

３　有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

５　現金及び財産の記録管理を行うこと。

第２３２条の４(支出の方法)

会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支

出をすることができない。

２　会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は

予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認し

たうえでなければ、支出をすることができない。
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事務事業名 公金の管理・運用事務（歳計現金・基金）

事務事業概要書

部名 会計課 課かい名 会計課

事業概要

　公金等の執行予定を把握し、より効率的な資金運用を図ります。

　歳計現金については、毎月各課かいに５００万円以上の公金収入・支出見込みを確認

し、それを基に資金の調査・集計をして効率的な資金運用を図ります。

　各基金については、定期預金での運用を始め、債権運用を組み合わせることで確実か

つ効率的に運用収益を確保するとともに、必要に応じて、歳計現金への繰替運用を行い

ます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

予算執行計画の照会・集計 通知等発送

9月
10

月

11

月

資金管理事務 事務作業全般

指定金融機関への組替処理 事務作業全般

歳計現金の運用・借り入れ 庁外調整・会議

各基金の管理・運用 庁外調整・会議



根拠法令
抜粋

・地方自治法

第２３５条の４(現金及び有価証券の保管)

普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定める

ところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

第２４１条（基金）

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、

資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

２　基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用

しなければならない。

・茅ヶ崎市の資金管理並びに運用基準

第４条（歳計現金の管理並びに運用）

２　各金融機関の会計管理者口座に納付された資金は、原則として毎週金曜日の預金残高

に対し１００万円未満を残し、翌週金曜日に指定金融機関の会計管理者の普通預金口座

に入金することにより管理する。

第６条（基金の管理並びに運用）

各種基金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座において管理する。この際の

普通預金口座は、基金ごとに別口座として管理する。

２　各会計への一時繰入金として使用する予定のない資金は、大口定期預金等や債券で運

用する。債券の購入に当たっては、利回りの比較、期間、金額等の点で、運用上有利と判

断される場合とする。ただし、歳計現金不足時においては、必要に応じて繰替運用を行

う。

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 指定金融機関等に関する事務

事務事業概要書

部名 会計課 課かい名 会計課

事業概要

茅ヶ崎市指定金融機関等と連携を図り、公金の収納及び支払い事務を滞りなく行いま

す。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

指定金融機関の指定事務 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市派出所に関する覚書締結事務 伝票処理・契約事務

指定金融機関の告示事務 通知等発送

指定金融機関の交代通知 通知等発送

指定金融機関事務取扱いに係る担保事務 庁外調整・会議

担保提供依頼及び担保返戻手続き 庁外調整・会議

指定金融機関の事務引継 庁外調整・会議

指定金融機関の交代に伴う事務（一般会計／下水道事業） 事務作業全般

振込不能に伴う指定金融機関との調整 庁外調整・会議

指定金融機関等の検査（銀行検査） 庁外調整・会議

市税収納代行業務委託にかかる検査（コンビニ検査） 庁外調整・会議



根拠法令
抜粋

・地方自治法

第２３５条（金融機関の指定)

２　市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又

は支払の事務を取り扱わせることができる。

・財務規則

第116条(指定金融機関等)

市の公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関に取り扱わせる。

2　指定金融機関は、市が指定する指定代理金融機関に、その取り扱う収納及び支払の事

務の一部を取り扱わせる。

3　指定金融機関は、市が指定する収納代理金融機関に、その収納の事務の一部を取り扱

わせる。

4　指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事

務を総括する。

第118条(担保)

指定金融機関は、公金の収納及び支払の事務の履行の担保として、市長が適当と認める有

価証券その他のものを提供しなければならない。

第119条(指定金融機関等の告示)

市長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その旨を告示しなければならな

い。

第120条(派出所の設置)

指定金融機関は、市役所内にその派出所を設けなければならない。ただし、必要がある

場合は、臨時に派出所を設けることができる。

・地方自治法施行令

第１６８条の４(指定金融機関等の検査)

会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱

金融機関について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を

検査しなければならない。

法的
実施根拠

あり
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交付済件数一覧表の作成及び更新 イントラネット更新等

申請に基づき物品を交付・在庫管理 事務作業全般

9月
10

月

11

月

庁内各課へ次年度使用予定数照会 通知等発送

物品の発注事務 伝票処理・契約事務

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 物品出納事務

事務事業概要書

部名 会計課 課かい名 会計課

事業概要

在庫物品（封筒・賞状等）について、各課かいでの使用量の見込みを集計、必要量を一

括して発注し、申請に基づき随時交付します。無駄のない在庫管理により、出納を適正に

行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法

第１７０条　法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理

者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

４　物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

を行うこと。

・茅ヶ崎市物品会計規則

第２８条(在庫物品の請求及び払出し)

出納員は、在庫物品を必要とするときは、在庫物品交付請求書により会計管理者に請求

しなければならない。

2　前項の規定による請求があった場合において、会計管理者は、適当と認めたときは、

別に定める一定の期日に物品を交付しなければならない。
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事務事業名 支出命令の審査事務

事務事業概要書

部名 会計課 課かい名 会計課

事業概要

法令を遵守し、支出命令等が正しく執行されているか確認します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

審査事務 事務作業全般

例月出納検査 庁内調整・会議



根拠法令
抜粋

・地方自治法

第２３２条の４(支出の方法)

会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支

出をすることができない。

２　会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は

予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認し

たうえでなければ、支出をすることができない。

・茅ヶ崎市財務規則

第７６条

会計管理者は、第７２条第１項の規定により支出命令書の送付があったときは、同項各

号に規定する事項について審査しなければならない。この場合において、会計管理者は、

必要があると認めるときは、実地調査をすることができる。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

庁内研修 職員向け研修

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 財務会計システムの研修事務

事務事業概要書

部名 会計課 課かい名 会計課

事業概要

財務会計システム研修を行い、職員の能力の向上を図ることで、財務事務をさらに効率

的かつ的確に執行します。新採用研修、管理職研修等、職員課実施の研修の機会をとら

えるほか、各課からの依頼に基づき実施をするものです。



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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事務事業名 内部情報系システム最適化事務（財務）

事務事業概要書

部名 会計課 課かい名 会計課

事業概要

新財務会計システムの円滑な運用を図ります。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

統合内部システム定例会出席 庁内調整・会議

システム連絡票による問い合わせ 事務作業全般



根拠法令
抜粋

法的
実施根拠

なし
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事務事業名 決算書の作成、市長への提出事務

事務事業概要書

部名 会計課 課かい名 会計課

事業概要

前年度の収入・支出を的確に把握し、決算書を調製することで市政の成果を公表しま

す。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

出納閉鎖期間中の伝票起票の通知 通知等発送

9月
10

月

11

月

決算書調製事務（伝票執行状況の確認・バッチ処理等） 事務作業全般

滞納繰越関係伝票の送付期限の通知 通知等発送

操出金、繰入金及び前年度繰越金の通知及び執行処理 通知等発送

支出命令書等の送付期限の通知 通知等発送

繰越金調べの作成 事務作業全般

公金収支総計表の確認 事務作業全般

重要物品の調書の作成 事務作業全般

財産に関する調書の作成 事務作業全般



根拠法令
抜粋

・地方自治法

第２３３条（決算）

会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後

三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出

しなければならない。

・地方自治法施行令

第１６６条(決算)

普通地方公共団体の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。

２　地方自治法第２３３条第１項及び第５項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出

決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。

・茅ヶ崎市財務規則

第１２８条

指定金融機関は、出納閉鎖後公金収支総計表を作成し、速やかに会計管理者に提出しな

ければならない。

・茅ヶ崎市物品会計規則

第１１条（重要物品）

地方自治法施行令第１６６条第２項に定める財産に関する調書のうち物品の項に掲げる

「重要物品」とは、取得価格又は評価価格が1,000,000円以上のものをいう。

法的
実施根拠

あり


